
第1章

インドネシアはなぜ政治的に不安定なのか

白石 隆

!.政 権の安定 ・不安定

2.資 源再分配 メカニズム再建の問題

3.共 和国 の正統性の問題

1998年5,月 、スハル トの大統領辞任によってスハル ト 厂新秩序」体制が崩壊 してすでに4

年が経過 した。その間、イン ドネシアの大統領は、バハルッディン ・ハ ビビ(1998年5月 一

1999年10A)、 アブ ドゥルラフマン ・ワヒッ ド(1999年10月 一2001年7月)、 メガワティ ・ス

カル ノプ トゥリ(2001年7月 一現在)と めまぐるしく交代した。スカル ノの26年 、スハル ト

の32年 の長期政権と比べてまったく様変わ りである。 しかもイン ドネシア政治の不安定はこ

うした政権の不安定だけのことではない。スハル ト時代末期、1996年 頃からは じまったカ リ

マンタンにおけるダヤック人、マレー人によるマ ドゥラ人の 「民族浄化」、1997-98年 、イン

ドネシア各地で頻発 した反華人暴動、1999年 にはじまったマルク、中部スラウェシのポソの

キリス ト教徒とイスラム教徒の 「宗教紛争」、アチェ、西パプア(イ リアン)の 独立運動など、

インドネシアでは政治社会秩序の崩壊、あるいはイ ンドネシア共和国の解体 とでも言 うほかな

い状況がおこっている。ではなぜインドネシアの政治はこれほどにも不安定なのか。

一般的に
、政治の安定 ・不安定の問題は、少なくとも三つのレベルで考察する必要がある。

その一は政権の安定 ・不安定の問題であり、その二はもっと大きな政治社会秩序の安定 ・不安

定の問題であり、そしてその三は国民国家そのものの安定 ・不安定の問題である。これをインド

ネシアの現状に即 して言えば、政権の安定 ・不安定の問題 とは、国会、国民協議会における安

定多数をいかに確保 し、いかに政権の維持 と運営を行 うかの問題であり、大統領民主主義体制

と現行の憲法体制のミスマッチをどう是正す るかの問題である。またより大きな政治社会秩序の

安定 ・不安定の問題 とは、かつてスハル ト時代に構築された資源再配分メカニズムをいかに再

建、改革するかの問題であり、そ して国民国家の安定 ・不安定の問題とは、イン ドネシア共和

国の国民的正統性の問題、スハル ト体制下で失われたインドネシア人のイン ドネシア共和国に

対する信頼をいかに回復するかの問題である。ではこれまで、アブ ドゥルラフマン ・ワヒッド政

権、メガワティ政権の下で、これ らの問題についてどのような取 り組みが行われてきたのか。

あらか じめ結論的に述べておけば、アブ ドゥルラフマン ・ワヒッドは議会、国民協議会にお
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ける安定多数の確保に失敗 し、大統領を解任 された。一方、メガワティは議会、国民協議会に

おける安定多数の確保に成功 し、大統領民主主義体制の安定化を目的とした憲法改正にも成功

した。 しかし、メガワティ政権の下で、政治社会秩序の再建、ま して改革が大きく進展 してい

るわけではないし、イン ドネシア共和国の国民的正統性がめざましく回復 しているわけでもな

い。ではなぜそ う考えるのか。それはインドネシアの長期的な政治的安定 ・不安定の問題にとっ

てどのような意味をもっているのか。それが本章で論 じたい問題である。(な お、ハビビ政権

はスハル ト 厂新秩序」体制か ら現在の民主主義体制への移行を担当した暫定政権のため、ここ

では論 じない。)1

1.政 権 の安定 ・不安定

イン ドネシアにおける政権の不安定の基本 には、1945年 憲法体制 と現行の大統領民主主義

システムの ミスマッチがある。イン ドネシア憲法においては、イン ドネシア共和国のすべての

権力は国民-協議会(MPR)に 集中され、行政、立法、司法の三権は国民協議会によって大統

領、国会(DPR)、 最高裁判所に分配されるものとされる。これがイン ドネシア憲法における

「三権分配 」原理である。 したがって、イン ドネシアにおける大統領と国民協議会の関係 は、

たとえばアメ リカにおける大統領 と議会(上 下院)の それ とは違 う。アメリカではよほどのこ

とのないかぎ り、大統領が議会によって弾劾 され罷免 されることはない。しかし、イン ドネシ

アでは、国民協議会は憲法上の規定に則っていつでも臨時総会を召集 し多数決で大統領 を解任

できる。大統領は国民協議会から行政の権を付託 されているにすぎないからである。

スハル ト時代にはこの憲法体制で大統領制は安定 していた。5年 に1度 の自由でも公正でも

ない選挙によって選ばれた与党ゴルカル(職 能グループ)の 議員と国軍代表の任命議員が国会

の3分 の2以 上を常に掌握 し、さらに国会議員 と地方代表、職能代表の任命議員から構成 され

る国民協議会では、これ ら与党議員、国軍代表議員が、スハル ト任命の地方代表、職能代表議

員 とともに協議会の5分 の4以 上を常に支配 したか らである。5年 に1度 、スハル トが、国民

協議会でしかるべく全会一致で大統領に選出され、また議会を大政翼賛の機関として 「パンチャ

シラ民主主義」の独裁体制を維持することができたのはこのためだった。

ところがハビビ時代、 「改革」の一環 として、国会、国民協議会の構成に関する法律が改正

11998年5,月 か ら1999年10Aま で、17ヶ 月の政権担 当期 間に、ハ ビビは、言論 、出版 、集会、結社 の

自由を回復 し、政党 、社会 団体 、選挙 、国民協議会 ・国会 ・地方議会の構成、地方 自治、地方財政 その

他 に関す る法律 を改正 し、1999年6月 にはそれな りに 自由で公 正な選挙 を実施 し、 そ して同年10,月に

召集 された 国民協議会 で多数派 工作に破れ て大統領 報告 を否決 され、大統領選挙 出馬 を断念 してイン ド

ネシア政治か ら退 陣 した。ハ ビビ大統領 時代 のイン ドネシア政治の動向については、 白石隆 『崩壊 、イ

ン ドネシアは どこへ行 く』(NTT出 版、1999)、 第3章 を参 照 され たい。
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され、国会議員は選挙で選ばれる462名 と国軍 ・警察代表議員38名 の500名 、国民協議会は国

会議員500名 と職能代表 ・地方代表議員200名(地 方代表議員135名 、宗教団体、青年団体、

農民団体などの 「職能」代表65名)で 構成 されることになった。また地方代表議員、職能代

表議員は大統領の任命ではなくなった。 この結果、大統領は、スハル ト時代のように議員の任

命 によって国民協議会を支配す ることはできなくな り、国会は、国民協議会議員700名 中、国

会議員が500名 を占めるというごく単純な事実によって、国民協議会の意志をほぼ決定するこ

とになった2。

では現在、国会においてどのような勢力配置が成立しているのか。1999年6,月 の総選挙の

結果、国会における政党 ・会派の勢力分布は、国軍 ・警察会派38名 を別とすれば、以下の通

りとなった3。

民主党闘争派

ゴルカル党

開発統一党

民族覚醒党

153

120

58

51

改革会派(国 民信託党 ・正義党)41

月星党13

諸派26

ここに見るように、議会では民主党闘争派とゴルカル党が二大勢力となった。 したがって、

大統領選挙は当然、民主党闘争派の総裁メガワティとゴルカル党の大統領候補ハ ビビのあいだ

で争われるものと想定され、民族覚醒党の後見人アブ ドゥルラフマン ・ワヒッド、国民信託党

総裁アミン ・ライスなどには大統領のチャンスはない と考えられた。ところがそ うしたありえ

2な お2002年8月 に開催 された 国民協議会 において、以 下の二点 についての憲法改正 が決 定 された。

(一)正 副大統領 は2004年 以 降は(こ れまでの よ うに国民 協議 会においてではな く)直 接選挙 によって

決 定す る。第一回投票で どの候補者 も過 半数 を とれ ない場合 には、第二回直接 投票における最 大得 票者

を当選者 とす る。(二)国 民協議 会は選挙で選 出 され る国会議員 と同 じく選 挙で選出 され る地方代表 会

派議員 によって構…成 される。任命 制 による会派 は廃止す る。(つ ま り、国軍 ・警察会 派は2004年 以降は

廃 止 され る。)こ の国民協議会決 定を受 け、 これ か ら一年 以内 に、 国会 にて、選挙、政党 、国会 ・国民

協議会の構成 などに関す る法律 の改正が行われ、2004年 に正 副大統領選挙 、国会議員選挙、国民協議会

地方代表議員選挙 が実施 され るこ とになる。 これはイン ドネ シアの憲法体制 と現行の大統領民主主義体

制の ミス マ ッチを是 正す るきわめて重 要な試 みであ り、 これ によって大統領弾劾 ・解任はきわ めてむつ

か しくなった。 しか し、これ が現 実のイ ン ドネ シア政治 において どのよ うな意味 をもつか については、

法律 の改 正、2004年 の総選挙、大統領 選挙 を待たなけれ ばな らない。

3な お国民協議会 の勢 力分布 は、民主党 闘争 派185、 ゴル カル党182、 開発 統一党70、 民族覚醒党57、

改革会派49、 月星党13、 国軍警察会派38、 諸団体代表会派73、 諸派28(合 計695名)と なった。総議席

数 が695と 定員 の700に 満 たない のは、地方代表135議 席 の うち東テ ィモ ール州代表議席5が 欠 けたた め

である。
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ないことが国民協議会における合従連衡の政治でおこって しまった。議会第五位の少数党の党

首でありながら、アミン ・ライスがイスラム政党を糾合 し、ゴルカル党と取引きして、ゴルカ

ル総裁アクバル ・タンジュンを国会議長に選出する代わ りに、自分も国民協議会議長にお さまっ

てしまった。ついで大統領選挙の前 日(10月19日)、 ハビビがその大統領総括演説を国民協議

会で否決 されて大統領選挙出馬断念をよぎなくされ、代わってアブ ドゥルラフマン ・ワヒッド

が反メガワティ勢力の大統領候補 として大統領に選出された。

したがって、アブ ドゥルラフマン ・ワヒッド時代、大統領は議会において小 さな支持基盤 し

かもっていなかった。 しかも国民協議会は、1999年10A、 大統領選挙に先立ち、スハル ト独

裁の反省か ら、毎年8月 に国民協議会年次総会を開催すること、大統領は国民協議会年次総会

に年次報告を提出することを決定した。 これは別の言い方をすれば、議会は、かりに大統領が

議会の気に入 らないことをすれば、毎年一度の国民協議会年次総会で大統領報告を否決するぞ、

大統領不信任決議を行 うそ、といって、大統領を牽制 し、政権を揺さぶることができるように

なった、とい うことだった。

ではこ うい う条件下、アブ ドゥルラフマン ・ワヒッドはいかにして政権の維持 ・運営を試み

たのか。実のところ、大統領選挙の経緯からいって、大統領には連立政権の樹立以外、選択肢

はなかった。それが1999年loA成 立の第一次アブ ドゥルラフマン ・ワヒッド内閣(「国民統一」

内閣)で は総与党体制のかたちで実現された。この内閣の編成にあたっては、大統領は、メガ

ワティ副大統領(民 主党闘争派総裁)、 アミン ・ライス国民協議会議長(国 民信託党総裁)、ア

クバル ・タンジュン国会議長(ゴ ルカル党総裁)、 ウィラン ト(国 軍司令官)と 協議の上、内

閣の陣容を決定 した。また政権の運営にあたっては、大統領、副大統領、国民協議会議長、国

会議長、政治治安調整大臣(ウ ィラン ト)の 集団指導体制を旨とすることが合意 された4。 こ

の結果、第一次アブ ドゥルラフマン ・ワヒッド内閣においては、表1に 見 る通 り、政党政治家

が閣僚の63パ ーセン ト、軍人が17パ ーセン トを占め、主要政党すべてから大臣が任命 された。

しかし、この体制はまもなく崩壊 した。第一に、大統領が行動の自由を制約されることを嫌っ

て、週一回の合議の約束を反故にし、集団指導体制を無視 した。(ま た国軍内部における下剋

上の動きを利用 して2000年2,月 にはウィラン トを政治治安担当調整大臣から解任 し、国軍人

事に介入 してウィラン ト閥将校の粛正を行った。)5第 二に、「国民統一」内閣はひとつのまと

まったチームとしてまったく機能 しなかった。たとえば、この内閣において、経済関係閣僚に

は、調整大臣クウィック ・キアン ・ギー(民 主党闘争派)、 大蔵大臣バンバン ・スディビヨ

(国民信託党)、通産大臣ユスフ ・カラ(ゴ ルカル党)、鉱山エネルギー大臣スシロ ・バンバン ・

4ア ミン ・ライ ス 、 ア クバ ル ・タ ン ジ ュ ン との イ ン タ ヴ ュ ー 、1999年11月 。 な お ウ ィ ラ ン ト国 軍 司 令

官 は第 一 次 ア ブ ドゥル ラフ マ ン ・ワ ヒ ッ ド内 閣 に 政 治 治 安 担 当調 整 大 臣 と して入 閣 し、 そ の 直 後 、 国 軍

司令 官 は ウ ィ ラ ン トか らウ ィ ド ド海 軍 提 督 に 交 代 した 。

5こ れ に つ い て は 、Editors,"CurrentDataontheIndonesianMilitary,"Indonesia,April2001

を参 照 。
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表1第 一次 ・第二次ア ブ ドゥルラフマン ・ワ ヒッ ド内閣、「ゴ トン ・ロヨン」内閣の構成

(括弧内はパーセ ンテー ジ)

政 党政 治 家

PDI-P

Golkar

PPP

PKB

PAN

PBB

PK

そ の他

第 一 次

22(63)

4

4

2

5

4

1

1

1

第 二 次

11(42)

1

4

3

1

1

1

ゴ トン ロ ヨン

12(39)

3

3

2

1

2

1

軍人

官僚

学者 ・テ クノクラッ ト

その他

6(17)

4(11)

2(6)

1

4(15)

6(23)

2(8)

3

4(13)

11(35)

2(5)

2

合計 35 26 31

ユ ドヨノ(陸 軍中将)、投資国営企業担当国務大臣ラクサマナ ・スカルディ(民 主党闘争派)

が任命 された。これらの人たちは出身党派 も違えば、かれ らを大臣に押 し込んだ 「親分」も違

う。そ うい う人たちが大臣になってそれぞれに権限をもち、一方、調整大臣には調整以外、な

んの権限もない。 しかも調整大臣はイン ドネシア政府のことを大臣就任のあとでもtheyと 呼

ぶような人物である。これで経済関係閣僚が調整大臣の指揮下、ひとっのまとまったチームと

して経済政策の策定 ・実施にあたるなどあ りえないことだった。

したがって、この内閣は動かなかった。また大統領 も自分の閣僚の多くを信用 しなかった。

(大統領は1990年 代半ばに事実上、失明した。そのため、かれは、それ以前にすでにかれの知っ

ていた人たちを、それ以降に知るようになった顔のわからない人たちよりはるかに信頼する傾

向があった。)こ うして大統領は、内閣編成後、1ヶ 月もたたない頃から、なし崩 し的に内閣

改造を試みはじめた。大臣の首をすげ替え、腹心をひとりでも多く内閣に入れて、政権運営を

や りやす くしたい、また2004年 の総選挙を念頭においてスハル トのつ くった集金機構 を自分

の腹心で押 さえたい、とい うのがその狙いだった。その結果、わずか半年の うちに、福祉担当

調整大臣ハムザ ・ハズ(開 発統一党総裁)を 手は じめに、政治治安担当調整大臣ウィラン ト、

投資国営企業担当国務大臣ラクサマナ ・スカルディ(民 主党闘争派)、 通商産業大臣ユスフ ・

カラ(ゴ ルカル党)が 次々と更迭 された。
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これが総与党体制の崩壊をもたらした。ハムザ ・ハズ、アミン ・ライス、ウィラン トははっ

きりと大統領反対派に転 じ、ラクサマナ ・スカルディの解任を契機に民主党闘争派の中でも大

統領反対派が擡頭 した。大統領追い落としをめぐるメガワティとアクバル ・タンジュンの密約

のうわさが流れ、8月 の国民協議会年次総会における大統領演説否決、大統領弾劾のシナ リオ

が語 られるようになった。

2000年8月 の国民'協議会年次総会では結局、そ うい う事態はおこらなかった。それはおそ

らくごく簡単な理由によった。大統領演説を否決するぞ、解任するぞ、と脅かすのはやさしい。

しかし、それはあくまで脅しであって、憲法上の手続きに則って民主的に選出された大統領を

本当に解任 して しま うのは怖い。大統領が解任 されれば、次の大統領はメガワティ副大統領で

ある。しかし、メガワティが大統領になれば、またメガワティ大統領解任の動きがおこるかも

しれない。議会が国民協議会を事実上、支配 し、どの党 も議会を支配 していない現状では、だ

れが大統領 になっても、議会での合従連衡の結果、解任の可能性があるか らである。

したがって、2000年8月 の国民協議会年次総会においては、民主党闘争派の主流派が大統

領演説否決の動きを抑えに回った。大統領は副大統領への大統領権限委譲を口にし、メガワティ

が 「うん」と言えば、彼女は 「合法的クーデタ」によって大統領か ら実権を剥奪 し、みずか ら

を首班 とする新内閣を組織できる立場にいた。 しか し、メガワティは 「うん」 と言わなかった。

いまは大統領に政権運営を任せ、自分は政権運営に関与するだけにする、そ して次を待つ、そ

れがこのときのメガワティの決定だった。

このあと第二次内閣が成 立 した。 「茶坊主」 内閣とでも呼べ ばよいだ ろ うか、Allthe

President'sMenCabinetと 揶揄された大統領の腹心ばか りの内閣である。本来の計画では、

このときの内閣改造の基本的考え方は、スシロ ・バンバン ・ユ ドヨノ(元 国軍社会政治担当参

謀長、前鉱山エネルギー大臣)を 事実上の 厂首相」として、大統領の信任を得たプロフェッショ

ナルからなる実務内閣(zakencabinet)を 編成す る、そしてこの内閣が一丸 となって経済危

機の克服、国家統一の維持に実績を挙げ、政権の浮揚を計るとい うものだった。 しか し、これ

にはメガワティ副大統領が賛成 しなかった。スシロ ・バンバン ・ユ ドヨノ 「首相」ではメガワ

ティが棚上げされてしまうというのがその理由だった。こうして大統領、副大統領の 「指導」

下、スシロ ・バンバン ・ユ ドヨノ、 リサール ・ラムリの二人の調整大臣がそれぞれ政治、経済

政策全般に責任を負 う体制が成立 した。

これが2000年8月 に成立 した第二次アブ ドゥル ラフマン ・ワヒッ ド内閣である。 したがっ

て、この内閣の編成にあたっては、軍人、官僚、学者などの 「実務家」が登用されるとともに、

イスラム系政党から政党政治家が一本釣 りされ(26名 中、政党政治家は11名 、42パ ーセン ト、

軍人、官僚、学者は12名 、46パ ーセン ト)、国会では、民主党闘争派、ゴルカル党をは じめと

して、民族覚醒党以外のすべての政党が事実上、野党化 した。

この内閣は 「国民和解」内閣に比べればそれなりに実績を挙げた。経済閣僚は、大蔵大臣を

別 とすれば、リサール ・ラムリの 「調整」下、それなりにひとっのチームとしてまとまった。
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また政治治安問題においては、アチェの分離独立運動、カリマンタンの民族対立、アンボンの

宗教紛争、中部スラウェシのポソの宗教対立など、解決の糸 口がみつかったとはとてもいえな

いものの、事態はひところに比べて沈静化 していった。 しか し、そうした 「実績」は、政府 と

議会の安定的な関係 とい うことにはなんの役にも立たなかった。それ どころか、「実務」内閣

の成立によって民族覚醒党以外のすべての政党が事実上、野党化 し、これ らの勢力は議会でこ

とあるごとに大統領追い落 としを画策するようになった。大統領不正資金疑惑がその口実を提

供した。これは、食糧調達庁の共済財団から350億 ル ピア(約4億2000万 円)が 不正流用され

た事件に大統領が関与しているのと疑惑、そしてアチェ特別州への人道援助 としてブルネイの

スルタンがイン ドネシア政府に行った寄付金約200万 ドルの処理について大統領が虚偽の説明

をしたとの疑惑であ り、インドネシアにおける疑獄の規模から言えば、スハル ト時代末期、中

央銀行による流動性確保のための民間銀行への信用供与にまつわる疑獄(51兆 ル ピア)、 ゴル

カルの選挙資金に流用 された といわれ るバ リ銀行スキャンダル(5460億 ルピア)な どと比較

して、はるかに小さなものである。しかし、そ うい うことはもちろん問題にはならない。議会

の野党勢力は大統領追い落 としを目的としてこの問題 を取 り上げ、2001年1.月 、大統領問責

を決議 した。これ以降、大統領解任の手続きは憲法上の規定に則って粛々と進行 し、非常事態

宣言、国民協議会解散とい う大統領の策動もあって、2001年7,月 、国民協議会臨時総会での

大統領解任 となった。

ではメガワティ大統領はどうか。

メガワティは大統領就任後、3週 間をかけてゴ トン ・ロヨン(相 互扶助)内 閣を編成 した。

ここには二つ、注 目すべきことがある。 その第一は副大統領ポス トである。メガワティの大

統領選出直後に実施 された副大統領選挙には、ゴルカル党総裁アクバル ・タンジュン、世論調

査で圧倒的支持を得ていたスシロ ・バンバン ・ユ ドヨノ(元 政治治安担当調整大臣)、 開発統

一党総裁ハムザ ・ハズ、アグム ・グムラール(前 政治治安担当調整大臣)が 立候補した。 この

選挙において民主党はハムザ ・ハズを支持 した。これにはい くつかの計算があった。そのひと

つは、国民のあいだにスハル ト時代の与党、ゴルカル党に対 してなおひ じょうな反発があ り、

2004年 の総選挙、大統領選挙を考えれば、ゴルカル党総裁アクバル ・タンジュンを副大統領

に支持することは自殺行為である、とい うことだった。 もうひとつは、スシロ ・バンバン ・ユ

ドヨノ、アグム ・グムラールでは国会における安定多数確保になんの役にもたたない とい う判

断であり、そ してまたひとつは、ハムザ ・ハズを副大統領に支持し、開発統一党を与党連合に

組み込めば、アブ ドゥルラフマン ・ワヒッ ドの大統領選出と解任に大きな役割をはたしたア ミ

ン ・ライス(国 民協議会議長)指 導下の中道勢力(国 民信託党、開発統一党、月星党、正義党

を主体 とするイスラム勢力)を 分断できるとい うことがあった。この結果、メガワティ大統領

は、民主党闘争派153、 国軍警察会派38、 開発統一党58の249議 席に諸派を合わせ、国会にお

ける安定多数をほぼ確実なものとした。

第二に、これが内閣編成における大統領の行動の自由を拡大 した。大統領は、組閣にあたっ
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て、「連立内閣」ではなく 「大統領内閣」を旨として重要ポス トに実務家を配 し、一方、大臣

ポス トの政党への分配はそれほど重視 されなかった。大臣31名 中、官僚、軍人、テクノクラッ

トが17名 、55パ ーセン トを占め、政党政治家が12名 、39パ ーセントとなっているのはこれを

見事に示 している。 この意味で、メガワティ大統領の 「ゴ トン ・ロヨン」内閣は、アブ ドゥル

ラフマン ・ワヒッド時代以上に、実務内閣の性格を強 く示 していると言える。

またついでに付言 しておけば、メガワティの大統領就任から2004年 の総選挙、大統領選挙ま

での政治 日程、さらには民主党闘争派、アミン ・ライスを総裁 とする国民信託党以外の政党の

内紛も、政権の安定に貢献 した。まず政治 日程から言えば、2004年 の総選挙、大統領選挙から

逆算するかたちで、2002年8月 の国民協議会年次総会における憲法改正(大 統領公選、国民協

議会改革)、 それか ら1年 以内の政治関係法律改正(政 党、選挙、国民協議会 ・国会 ・地方議

会の構成に関する法律などの改正)、そ して2004年 の総選挙、大統領選挙と政治 日程が決まり、

この 日程では多くの政党が野党化 し、政権打倒に向う時間的余裕はほとんどない。また政党の

内部事情について言えば、民族覚醒党、開発統一党、ゴルカル党はすでに分裂し、これが当面、

政権の安定化に資するとともに、事態の展開次第では、疑獄の表面化 したゴルカル党総裁アク

バル ・タンジュンの失脚をひとつの契機として政党再編成がおこる可能性もありうる。

次にメガワティ政権の政権運営については大きく3つ の特徴を指摘することができる。

その第一は 「待ちの政治」である。メガワティは決 して決定を急がない。決定をしないとい

うのではない。 しか し、決定にあたっては、選択肢が絞 られ、決定にっいて広範な合意の成立

するまでいくらでも待つ。その好例が内閣編成である。このとき大統領は組閣に3週 間をかけ、

とくに国際的、国内的に大いに注 目された経済調整大臣、財務大臣、国営企業担当国務大臣の

人事については、インドネシア政界を超えて、広 く国際的、国内的にどのような人事が期待 さ

れているか、およその合意のまとまるまでじっと待った上で、期待された通りの決定を行った。

これがメガワティ政権発足当初、政権が国際的にも国内的にも大いに期待された大きな理由で

ある。 しかし、このことは、逆に言えば、待ってはいられない緊急事態への対応に懸念がある

とい うことであり6、国ﾟr"的、国内的に合意の成立し難い問題については決定を先送 りする傾

向がある、とい うことである。国営企業のグレシック ・セメン ト会社の売却に際 し、政府が、

地方自治体、地方議会の反対に直面して決定を先送 りしたのはその格好の例であり、アチェに

おける軍事路線と対話路線、パプア独立運動指導者テイス ・エルアイ殺人事件の解明について、

大統領が沈黙を守っているのもそ うした例である。

第二の特徴はその形式的手続き主義である。アブ ドゥルラフマン ・ワヒッド時代には、政府

6こ れ につ いては、た とえば、2000年2月 、アブ ドゥル ラフマ ン ・ワヒッ ド大統領の外遊 中に中部カ リ

マ ンタンのサン ピッ トでダヤ ック人 によるマ ドゥラ人 の 「民族浄化」 がお こった ときのメガ ワテ ィの対

応 を想起せ よ。 この とき、メガ ワテ ィ副大統領は、現地視察 のあ と、非常事態 宣言がおそ らく唯一の対

応策で あるこ とが明 らかであ りなが ら、結局、なんの決定 もせず 、大統領 の帰 国を待 った。 その結果、

中部カ リマ ンタンでは500人 近いマ ドゥラ人 が殺 され 、11万 人 に達す るマ ドゥラ人が難民 となった。
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にいかなる地位 ももたないナフダ トゥール ・ウラマー(正 統派イスラム教育団体)の キアイ

(イスラム学校の先生)が 大統領のインナー ・サークルを構成 し、そこでの議論をもとに多く

の重要な意思決定が行われた。これに対し、メガワティ政権においては、そ うしたインナー ・

サークルの重要性ははるかに小さい。インナー ・サークルは存在する。その主要メンバーとし

て通常、挙げられるのは、大統領の夫のタウフィック ・キーマス(国 会議員)、 フランス ・セ

ダ(民 主党役員、元財務大臣)、テオ ・シャフェイ(民 主党役員、元軍人)、バンバン ・クソウォ

(国家官房長官)で ある7。 しかし、大統領はこうしたインナー ・サークルの意見具申のあと、

ただちに意思決定を行い、所管官庁に指示を出す とい うことはない。フランス ・セダによれば、

大統領がフランス ・セダの意見具申を受けてある問題について一応の意思決定を行った場合、

通常の手続きとしては、大統領はまずフランス ・セダにこの問題を所管官庁の大臣にもってい

くことを指示 し、その上で案件が担当大臣から正規の手続きを経て閣議に上ったときに、大統

領として所期の決定を行 うとい う。

第三の特徴はリーダーシップの欠如、あるいは 「丸なげ主義」である。アブドゥルラフマン ・

ワヒッ ドは、たとえその政治指導のや り方は混沌をきわめても、人権侵害問題の事実究明、ア

チェ、パプア問題における対話路線など、特定の問題についてはかれとしてなにをすべきかはっ

きりとした考えをもっており、そうした問題については所管官庁の反対を押 し切ってもリーダー

シップを発揮 しようとした。これに対 し、メガワティはインドネシア共和国の統一維持、「母

親(イ ブ)」 としての家族主義秩序(「 ゴトンロヨン=相 互扶助」秩序)の 再建 とい う一般的方

針を別とすれば、個別の政策についてははっきりとしたヴィジョンをもっているわけではなく、

大統領としてイニシアティヴをとってことをすすめるとい うこともない。またメガワティは、

大統領就任以来、一度も記者会見を行わず、大統領演説がバンバン ・クソウォ官房長官指揮下

の国家官房の作文であることからすれば、実のところ、大統領がなにを考え、なにをやろうと

しているのか、国民に対 しても、国際的にも、その所信が明らかにされることはまったくない。

こうしてみれば、メガワティ政権がいまどうい う状態になっている、明らかだろう。政権は

安定 している。 しかし、大統領はイン ドネシアの危機克服のためにリーダーシップを発揮する

とい うことはない。大統領は、「待ちの政治」 と 「形式的手続き主義」に則って、さまざまの

案件を大統領の指示なしに所管の大臣に 「丸なげ」する。では大臣はどうするか。多くの場合、

これまでの政策に整合的なかたちで、また所管官庁にや りやすいや り方で政策を作成する。そ

の結果、案件が うまく処理されることもあれば、されない ときもある。それはかなりの程度、

7メ ガ ワテ ィ大統領就任直後 、内閣編成 の頃には、 この4人 に加 え、ヘ ン ドロプ ロヨノも、いつで も ど

こで もメ ガワテ ィに会 える、 と言われ た。 これ はおそ らく事実で あ り、ヘ ン ドロプ ロヨノの国家情報庁

長官登用 、国防大臣、検察長 官人事 な どはヘ ン ドロプ リヨノの影響 によるところが大 きい といわれ る。

しか し、最近 では次期 国軍 司令 官人 事をめ ぐるエン ドリアル トノ ・スタル ト(陸 軍参謀長)と の確執、

パプア独立運動指導者テイ ス ・エル アイ殺人事件 への関与疑惑 などもあって、ヘ ン ドロプ ロヨノは大統

領 のインナー ・サー クルか らは ほぼ姿を消 した、 と見 られ てい る。
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所管の大臣の調整能力、外か らの介入の有無による。 しかし、多くの場合、そ うした政策は基

本的にこれまでのや り方を踏襲 した保守的、あるいは慣性的なもので、改革とはならない。そ

してか りに大臣が抵抗を排 して改革を行お うとしても、大統領はただ沈黙を守るばかりで、大

統領が公然 と大臣を支持 し、外部の干渉を排 して、みずからイニシアティヴをとって改革にあ

たるなどとい うことはない。つま り、ごく簡単に言えば、メガワティ政権には、イン ドネシア

の改革、危機克服について、なんの方向感覚もない。大臣のなかには改革の意思をもった大臣

もいる。 しか し、たとえそ ういった大臣であっても、大統領の支持なしに、外部の干渉を排 し

て、なん らかの改革に成功する可能性はほとんどない。 こうして政権はただ静かに漂流 してい

くことになる。

2.資 源再分配メカニズム再建の問題

ではより大きな政治社会秩序の安定はどうか。これを考えるには、社会的な資源再分配メカ

ニズム、あるいはスハル ト時代にインドネシアの政治社会的安定を基礎付けた社会契約システ

ムがいま どうなっているか、を見なければならない。

イン ドネシアでは、スカルノ時代にも、スハル ト時代にも、そ して現在 も、政治社会体制の

基礎に家族主義の考え方がある。 これは本来、スカルノが1945年 の 「パンチャシラの誕生」

演説で、われわれの建設すべきインドネシア国家は 「ゴ トン ・ロヨン」国家、 「助け合い」国

家である、と述べたように、ごく素朴な 「助け合い」の観念に基づいていた。インドネシアは

ひ とつの大家族である、われわれは、親子、兄弟姉妹のように助け合わなければならない、と

いうのがその基本的な考え方である。しかし、スカルノは、大統領は国民の父親である、といっ

ても、別になにか父親 らしいことをするとい うことはまったくなかった。これに対 し、スハル

トは、中部ジャワ、ディポヌゴロ師団の師団長であった1950年 代以来、財団を設立 し、 リム ・

シュウ ・リョン、ボブ ・ハッサンなどの政商 と事業を行って、まさに 厂親父」として 「子分(=

部下)」の面倒をみた。

これがスハル ト体制下における家族主義の政治の原型 となった。 したがって、スハル ト時代

には、陸軍戦略予備軍司令部、ジャカルタ特別州政府、法務省入国管理局、県警などといった

国家機関がそれぞれに 「大家族」 として財団を設立 し、企業活動、「手数料」徴収、「寄付」な

どによって資金を調達 し、これを給与の補填、奨学金供与、医療費補助、住宅手当てなどに充

当することで、親父=上 司が子供=部 下の面倒をみるシステムがつ くられた。またスハル トは

そうした親父の親父 として石油公社プルタミナ、食糧庁、国営企業などを掌握 し、ポス トを与

え、利権を分配 して、子分がそれぞれにまた親父 として資金調達できるよう面倒を見た。

こうした資源再分配のシステムはその性格上、本質的に不平等なシステムである。それは、

このシステムにおいて、なんらかのかたちで親父にぶ ら下がることのできる人たちと、ぶ ら下

12



第1章 イン ドネシアはなぜ政治的 に不安定 なのか(白 石)

が りたくともそうい う親父のない人たちのあいだで決定的な格差が生じることを考えれば明ら

かだろう。 しかし、それでも、このシステムはそれなりに機能した。 これによって多くの人々

が 「食 う」ことができ、その一方、このシステムから排除された人々の異議申し立ては国軍を

主体とする治安維持機構によって実力で封 じ込まれたからである。

しかし、この資源再分配メカニズムは、スハル ト時代末期、ふたつの理由から崩壊 した。そ

のひとつはスハル トのファミリー ・ビジネスの擡頭による 「家族主義」の変質である。1970-

80年 代には、家族主義といえば、親父=上 司が財団を設立 し、華人実業家 と合弁会社を設立

して資金を調達し、これによって子供=部 下の生活の面倒 を見るということだった。 ところが

スハル トの子供たちが大きくな り、大統領が公然 となんのはばか りもなく自分の子供たちのビ

ジネスを保護、育成するようになると、中央では大臣、局長、課長、地方では州知事、県知事、

市長、村長などが、小スハル トとなって、大統領 と同じことをやった。こ うして1990年 代に

は、家族主義は 「ファミリー ・ビジネス」と同義語 とな り、スハル トとインドネシア各地の小

スハル トが 厂民営化」の名の下に国家を食い物にし、ファミリー ・ビジネスのために国家権力

を公然と行使することが家族主義の名の下に正当化 された。この結果、家族主義 とは、実のと

ころ、公私混同、コネの政治に他ならない、とい うことが明 らか となり、厂公的なもの」に対

する国民的信頼が失われ、財団による資金調達などの家族主義的慣行が 「腐敗、癒着、縁故び

いき(㎜,korupsi,kolusi,nepotisme)」 と批判されるようになりた。

つまり、一言でいえば、家族主義の正統性は大いに失われた。したがって、現在では、大統

領 といえども、かつてのスハル トのようには自由に利権を分配 し、政治資金を調達して、親父、

あるいは 「おふ くろ」 として部下の面倒を見ることはできない。そんなことをすれば、たちま

ちジャーナ リズムにKKNと 攻撃 され、議会で攻撃 され ることになる。 しかし、多 くの人たち

は 「助け合い」は正 しいことだと考えているし、知人、友人、親類の者がたまたま政府枢要の

地位につけば、そういう人たちは自分たちを助ける義務があると考えている。大統領 も大臣も

議員も軍人 もみんなそうい う期待に応えなければならない。そしてそれには金が要る。アブ ドゥ

ルラフマン ・ワヒッドが大統領就任後まもなく、プルタミナ総裁、食糧庁長官、国営企業担 当

国務大臣、金融再建庁長官などのポス トに腹心を配 し、ここから金を吸い上げようとしたのは

そのためである。そしてこれが大統領不正資金疑惑をもたらし、結局のところ、大統領解任 に

つながった。

もうひとつ、資源再配分メカニズムが作動 しなくなった理由は経済危機による財団ビジネスの

崩壊にある。先にも述べたように、上はジャカルタの中央政府官庁、国軍司令部から下は県、

市レベルの陸軍部隊、警察、県庁、市役所に至るまで、スハル ト時代には実に多くの財団が設

立され、そ うした財団が 「寄付」 「手数料」といったかたちで資金を調達 しては政商と一緒に合

弁企業を設立し、そこからのあがりが配当のようなかたちで環流して裏資金となった。 ところが

そういった財団ビジネスの多 くが通貨危機、金融危機 のなかで破綻 し、その結果、親父=上 司

はもうかつてのようには子分=部 下の生活の面倒を見ることができなくなった。ではなにがおこ
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るか。公務員は毎月の給与だけでは1週 間も生活できない。生きるためには金がいる。親父が

面倒を見てくれなければ、 自分の甲斐性で金を稼 ぐしかない。小学校の先生が麻薬の密売人と

なる、軍人が武器弾薬を横流 しする、警察官が賭博場、売春宿の用心棒になる、海軍の軍人が

海賊に化ける、といったことがごく普通におこるようになったのはそのためであり、その結果、

警察、軍をはじめとする官僚機構の規律が弛緩し、ジャカルタで政府がなにを決めようと、地

方ではまるでそういったこととは関係なしにいろいろなことが行われるようになった8。

家族主義の考え方からすれば、上司は部下の生活の面倒を見なければ、親父ではありえない。

そ して上司=親 父、部下=子 供の等号が成立しなければ、上司と部下のあいだに家族的な信頼

関係、権威に支えられた安定的な上下関係の成立など望むべくもない。再分配メカニズムの崩

壊が国家機構の至る所で規律の弛緩、上下関係の崩壊、犯罪の増加、腐敗汚職の蔓延をもたら

している。 これをイン ドネシアの 「親父」「おふくろ」はみんなよくわかっている。ではどう

するか。

アブ ドゥルラフマン ・ワヒッ ド時代にはアメリカ政府、IMF、 世界銀行が財団の廃止を要

求 したこともあって、この改革が試みられた。財団の経理に会計検査院の監査が入 り、中央政

府として財団の財務状態を トータルに把握することが試みられた。また陸軍では軍内の権力闘

争 もあって、陸軍戦略予備軍司令部の経理疑惑に関連 して佐官級将校が数名解任 される事件 も

おこった。 しか し、そ うした改革の試みは長くは続かず、内閣改造によってユ ウォノ ・スダル

ソノ国防大臣ほかが閣外に去ると、ほぼ頓挫 して しまった9。一方、メガワティ政権にあって

は、そ うい う改革の試みはまったく行われていない。メガワティは 「家族主義」の重要性をも

ちろんよく承知している。それは、彼女がみずか らをイン ドネシア国民の 「母親(イ ブ)」 と

位置付け、その内閣を 「ゴ トンロヨン(助 け合い)」 内閣と呼ぶことに見る通 りである。 しか

し、彼女はアブ ドゥルラフマン ・ワヒッドのように財団システムを改革 しようなどとはしない。

KKN撲 滅 とお経を唱えて、あとは夫をはじめ、 したいようにさせている。この結果、いくつ

か注 目すべきことがおこっている。

そのひとつは政党政治家の 「親父」としての登場である。 これは議会が政府、国軍とならぶ

権力中枢 となったことからすればあた りまえのことであ り、その結果、政党政治家 と実業家の

「協力」が急速にまたきわめて広範に進展 しっっある。もうひ とっは地方自治体首長 と地方実

8た とえば陸軍特殊部 隊司令部 の財 団 ビジネスがいま どれほ ど惨澹た る有様 とな ってい るかにつ いて、

"KisahKopassusMenebalkanPundi
,"Tempo,April20,2002を 参 照。 この記 事 によれ ば、 陸軍

特殊部 隊司令部の財 団は1993年 に設立 され、スハル トの娘婿プラボ ウォ ・ス ビアン ト司令官時代、シ ョッ

ピング ・セ ンター の建設 は じめ、手広 く事 業活 動をお こなった。 しか し、 シ ョッピング ・セ ンター事業

が1998年 に破綻 したのをは じめ、現在 ではすべ ての財 団事業 が破綻状態 にあるとい う。

9ユ ドノ会計監査院総裁 とのインタヴュー、2002年8月 。ユ ドノによれば、アブ ドゥルラフマ ン ・ワヒッ

ド時代、財団 システ ム改革 にもっ とも前向きだったのはユ ウォ ノ ・ス ダル ソノ国防大 臣で 、内闘改造に

よってユ ウォ ノ ・ス ダル ソノか らマ フフ ッズに国防大臣が交代す るとともに、 この試み はまった く停 止

した とい う。

14



第1章 イン ドネシアはなぜ 政治 的に不 安定なのか(白石)

業家の 「協力」の進展である。 これ も地方分権時代の本格的到来とともに、スハル ト時代、中

央に集中されていた権限と利権が地方に分散 され、地方自治体首長がこれまでとは比較になら

ない大きな権限と利権を手にいれ各地で実力者 として登場 したことからすればごく当然のこと

である。つま り、別の言い方をすれば、イン ドネシアの政治システムが権力集中システムから

権力分散システムに移行するにつれ、中央でも地方でも政党政治家が軍人、官僚とならんで小

スハル トとして登場し、かれらはかつてスハル トがやったことを、もっと小規模に、しかし、

基本的には同じや り方で行い、まさに 「親父」として資源再分配メカニズムの再建、社会的支

持基盤の培養をはじめている。これはかつてアブ ドゥル ラフマン ・ワヒッ ド時代にIM:Fが 財

団改革をコンディショナ リティのひとつにしたことに見るように、アメリカの 「国際的な常識」、

あるいはIMF、 世界銀行のいうgovernanceの 規準から見れば、いかにもうさんくさいもので

ある。 しか し、これは、イン ドネシアの家族主義の精神 と慣行からすれば、まさに良いことな

のであり、財団システムは政党政治の定着 とともに、スハル ト時代よりも分散的なかたちで再

建されていくだろう。

3.共 和 国の正統性 の問題

さてそれではイン ドネシア共和国の国民的正統性の問題はどう考えればよいか。

イン ドネシア共和国の国民的正統性がいまどのような意味で危機にあるのかとい うことは、

かつてタイ、フィリピンとの比較のかたちで、述べたことがある10。したがって、 ここでは、

そういった比較論的観点からではなく、もっと具体的に地域の例に即 して、それがどうい うこ

とかを見てみよう。

まずはアチェの例から考えよう。

アチェ問題は歴史的に見れば、イン ドネシア独立直後、1950年 代にはじま り、時とともに

新 しい問題の加わることでしだいにこじれてきた問題である。1950年 代、アチェのウラマー

の総帥、ダウド・ブルエーの指導下、ジャカルタの中央政府に対するアチェ最初の反乱のおこっ

たときには、インドネシアにおけるイスラム共和国建設、イスラム法の実現がその目的だった。

この反乱はアチェのイスラム学校(ダ ヤ)の ウラマーを主体としたもので、イン ドネシア独立

革命 を戦ったアチェ人の国軍将兵、ダウド・ブルエーよりもひと回 り若い1945年 世代のウラ

マーが中央政府支持に回り、1950年 代後半、アチェ特別州の創設、シャ ・クアラ大学の設立

で一応の決着をみた。

ついで1970年 代半ば、アチェ人外交官でCIAと も関係のあったハサン ・ディ ・ティロが指

導者になってアチェで再び反乱がおこった。 このとき争点となったのは中央政府=「 ジャワ」

10こ れ については、 白石隆 『海の帝国』(中 央公論 新社 、2000年)、 第7章 を参照 されたい。
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のアチェ支配、資源収奪であり、アチェ独立はこのときはじめて 厂自由アチェ運動(Gerakan

AcehMerdeka,GAM)」 の 目的となった。

しか し、自由アチェ運動は1970年 代末までに事実上、崩壊 し、ハサン ・ディ ・ティロはス

ウエーデ ンに亡命、活動を停止 した。運動はその後、1980年 代末に至って再び活発化 し、こ

の反乱鎮圧のため、1989年 から1998年 までちょうど10年 にわたって、反乱の舞台となった ビ

ディ、北アチェ、東アチェの3県 で、陸軍特殊部隊を投入した本格的な軍事作戦が展開された。

アチェはこうして1990年 代には東ティモールと並ぶ戦場 となった。 これが多 くの犠牲者をも

たらした。たとえばこの時期、国軍部隊によって殺 された者は政府発表で1700～1800人 、ア

チェの人権団体の推計では7000人 となっている。また国軍兵士によって暴行された女性、行

方不明者 、拷問によって不具となった者など、それぞれ数千人に達する。 この実態がスハル ト

大統領辞任後、折からの自由化のなかで暴露された。厂骸骨山」などと呼ばれる丘から、文字

通り、骸骨が次々と出て来て、シャ ・クアラ大学の学生、アチェ各地のイスラム学校の学生が

主体となって、人権侵害事件の事実究明、被害者に対す る補償、責任者処罰を求める運動が盛

り上がった。

中央政府の対応がさらにこの運動を激化 させた。中央政府がなにもしなかったとい うのでは

ない。被 害者に対する補償とい うことで、軍事作戦で夫を殺 された未亡人にはひとり100万 ル

ピアの補償が行なわれ、またウィラント国軍司令官は1998年8月 、アチェにおける軍事作戦

の中止、アチェ外から投入された陸軍特殊部隊その他の国軍部隊の引き上げを声明した。 しか

し、このあとも国軍、警察部隊による住民殺害事件が頻発 し、1999年11Aま でにさらに100

人以上が死亡 した。また人権侵害事件の事実究明もまったく進まなかった。 しかも悪いことに

かつてアチェの軍事作戦で重要な役割 をはたした高級将校がハ ビビ政権の要職を占めた。たと

えば、1989年 、アチェにおける軍事作戦開始時のビディ、北アチェ、東アチェ3県 の地方軍

管区司令官シャルワン ・ハミッドはハ ビビ政権の内務大臣だった。またその部下として特殊部

隊を指揮 したザッキー ・アンワル ・マカリムエ作班長はウィラン ト国軍司令官時代、国軍情報

庁長官の要職にあった。

これではアチェ人は政府を信用 しない。 こうして1999年1月 ともなると(ハ ビビ大統領が

東ティモールにおける 厂住民投票(レ ファレンダム)」 実施を決定するまえに)ア チェではす

でに学生が 「レファレンダム」実施を要求 しはじめ、1999年6月 の総選挙ボイ コッ ト、11,月

8日 のゼネ ・ス トと、「独立か自治か」を問う 厂住民投票」の実施、これにもとつ くアチェ独

立の運動が、ビディ、北アチェ、東アチェから西アチェ、南アチェへと拡大、アチェ住民の広

範な支持 を得るようになった。

このようにアチェにおける 「住民投票」実施要求、独立運動は、過去50年 、こじれにこじ

れてきた問題の帰結としておこっている。ではどうすればよいのか。アチェで 「レファレンダ

ム(住 民投票)」 といえば 「ムルデカ(独 立)」 のことである。中央政府がそんな要求に応える

わけがない。アチェ人が独立を要求す る。中央政府が拒否す る。 自由アチェ運動の武装反乱が
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活発化す る。中央政府が国軍部隊を投入する。内戦がお こり、政治的解決の糸 口の見えないま

ま、事態が泥沼化 していく。 これが最悪のシナ リオである。

中央政府 としてもアチェ人 としてもこういう事態は避けたい。その意味で交渉による政治的

解決へのインセンティヴはある。問題は両者が交渉においてどう折り合 うかである。これにつ

いて政府の立場はこれまでしだいに交渉路線から軍事路線へと移行 してきた。アブ ドゥルラフ

マン ・ワヒッド時代以来、国軍は、アチェを非常事態下におき、国軍部隊を再投入して、アチェ

の独立運動を 「治安アプローチ」によって実力で抑 え込むことを主張した。 しかし、アブ ドゥ

ルラフマン ・ワヒッドはこれに反対 した。そ ういう 「軍事路線」こそ、1990年 代、アチェ問

題をここまでこじらせた大きな理由だからである。したがって、大統領は 「対話」ということ

でアチェ人 との交渉による政治解決を模索 し、アチェのダヤのウラマーを通じて諸勢力 との接

触を試みた。では交渉においてどうい う譲歩をするのか。アチェの反乱のこれまでの経緯から

すれば、イスラム法、 「ジャワ」によるアチェの支配、資源収奪、人権侵害事件の事実究明、

犠牲者に対する補償、責任者の処罰、これが大きな争点であることははっきりしている。 こう

した争点についてできるだけ譲るほかない。アチェにおけるイスラム法の施行はすでに実現さ

れた。アチェ特別州に関する法律の制定によって、アチェにおける地方 自治拡大、中央政府 と

アチェの資源分配の見直 しもすでに実現 した。これで1990年 代の人権侵害事件の事実究明、

責任者の処罰について政府 として実績を示す ことができれば、アチェ人もイン ドネシア共和国

の枠組みのなかでの大幅自治で納得するかもしれない。

したがって、当然のことながら、アブ ドゥルラフマン ・ワヒッド大統領はこの問題に手を付

けようとした。 しかし、これは国軍の抵抗でまったく進まず、その間にアチェではかつて以上

に多くの人たちが殺された。そしてその うちにアブ ドゥルラフマン ・ワヒッド政権の安定その

ものが怪 しくなり、それとともに政府のアチェ政策も対話路線から軍事路線へとなし崩 し的に

変わっていった。 しか し、これはかつて来た道であり、事態は最悪のシナ リオに沿って進んで

いるとい うほかない。

次はロンボクの事例である。ロンボクでは2000年1月 、大規模な反キリス ト教暴動がお こ

り、アンボンの宗教対立における 「聖戦」の訴えに呼応 して、キリス ト教会、キ リス ト教徒に

対する組織的な焼き打ち、破壊が行なわれた。問題はもちろんなぜこうい うことがおこったの

かである。

ロンボクには1997年 半ば、経済危機の始まった頃、防犯を目的 として地場のや くざを中心

にロンボン全島でおよそ5万 人の警防団(PamSwakarsa)が 存在 し、これが警察、陸軍地

区軍管区司令部の 「指導」下、補助勢力 として治安維持にあたっていた。 こうい う組織が経済

危機のなかで膨れ上がった。経済危機の深刻化するにつれて犯罪、とくにオー トバイの盗みが

増加 し、もともとだれも頼りにしていなかった警察はますます頼 りにならなくなった。 しかし、

そ うはいっても、オー トバイはたいへんな財産であり、盗まれれば、取り返したい。こうして

人々はお金を払っても警防団を頼 りにするようになった。もともとあった警防団の他に、イス
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ラムの先生を中心とする別の警防団も結成され、そ うした組織が2000年1月 までには22万 人

を超える勢力にまでに膨れ上がり、また1998～2000年 の時期に、警防団の 「捜査」活動で200

人を超える 厂泥棒」が処刑されたともい う。

1月 の暴動はこうした警防団による組織的破壊としておこった。 ロンボクの警察、陸軍はま

るでこれに介入 しなかった。彼我の勢力がまったく違ったためばかりではない。経済危機のな

か、警察官も軍人も給与だけではとても食 えず、制服を脱いでこういった警防団=マ フィアに

参加することによって食っているからである。

ではこれにどのような意義があるのか。 ロンボクの暴動はロンボクに特殊なもので、これにイ

ン ドネシアー般にわたるような意味はない、という考え方もありうる。 しかし、インドネシアで

は、ジャカルタでも中部ジャワでもバリでもロンボクでも、警防団、自警団、青年団のような組

織はどこにでもある。 こうした組織の多 くは本来、陸軍、警察の補助勢力として養成されたも

ので、そのなかには一方で治安維持をやるとともに、他方では、賭博、売春、麻薬の密売、み

かじめ料の徴収などによって、 日常、マフィアとして活動しているものも少なくない。そ うした

組織が経済危機、社会危機の深刻化するなか、 しだいに肥大化 し自立化しはじめている。

こうしてみれば、ロンボクにおけるような自警組織の拡大はロンボクに特殊な現象とい うよ

り、イン ドネシアにかなり一般的な現象 と言えるだろう。ではこれにどのような意義があるの

か。ここで思い出されるのが、私刑の意味である。イン ドネシアでは泥棒、ス リなどが捕まる

とただではすまない。半殺 しにあうのはあた りまえのことで、最近では住民が 「泥棒」を半殺

しにしたあと、ガソリンをかけ火をつけて殺 して しまうとい う事件もほとんど毎週のようにお

こっている。 どうしてそ うい うことがおこるのか。ごく単純化 していえば、住民が警察、司法

制度を信用 しないか らである。国家が正義を保証するとは思わない。だから正義の執行を国家

に委ねずに自分で行なお うとする。ロンボクでおこったことも基本的には同じことである11。

住民たちは自分たちの共同利益を守るために自警団に頼る。国家が頼 りにならないからであ

る。マフィアが自警団となって金を集め、正義の名において泥棒 を処刑 し、「聖戦」の大義名

分によってキリス ト教会を破壊する。ロンボクではキ リス ト教徒の人口は1パ ーセン トに満た

ない。 したがって、キリス ト教徒はロンボクから逃げ出した。 しかし、イスラム教徒 とキ リス

ト教徒の人口の拮抗しているところではこれを契機に宗教対立がおこる。それがマルク(ア ン

ボン)で この一年、おこっていることである。

こうして見れば、アチェの独立運動 とロンボクの暴動の基底になにがあるのか、もう明らか

だろう。スハル ト体制は、体制維持のために、イン ドネシア共和国の正統性を犠牲にした。別

に難 しいことをいっているのではない。スハル ト体制下、家族主義の名の下に、スハル トとか

11ロ ン ボ ク の 事 例 、 さ ら に イ ン ドネ シ ア に お け る 国 家 の 正 統 性 と 正 義 の 問 題 に つ い て は 、Takashi

Shiraishi,"RethinkingtheMoralFoundationoftheIndonesianState,"inAbdulRahman

Embong,ed.,SoutheastAsianMiddleClasses:Prospects/oySocialChangeand1)emocratization(Bangi:

PenerbitUniversitiKebangsaanMalaysia,2001),pp.181-191を 参 照 。
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れを模範 とする小スハル トはイン ドネシア共和国を食い物にした。またかれの指揮下、国軍は

国民の軍隊とい うより国民を敵 とする軍隊となり、東ティモール、アチェ、イ リアン ・ジャヤ

で、実に多くの人を殺 した。ではこういう国家がそれでもなおイン ドネシア国民の国家として

正統性をもち うるだろうか。そんなことはないだろう。それには、たとえば、わた しがアチェ

人でわたしの子供がある日、なんの理由もなしに軍に殺 された、あるいはわたしがジャワ人で、

わたしの土地がある日、わけもわからないまま県知事の子供の会社に取 り上げられた、と想像

すればよい。そのときわたしはなおイン ドネシア共和国をわたしの国家 と思 うだろうか。思 う

わけがない。国家がごくあたりまえの正義を保証 しない。だから国民は国家を信用 しない。信

用しないだけでなく、国家に代わって、自分たちの手で、正義を確保 しようとする。それがア

チェでは、いまここにある国家に代わる新しい 「われわれの」国家をつくろうという動きとなっ

て現れている。またロンボクでは警防団が共同体(コ ミュニティ)の 名において正義を確保 し

ようとしている。つま り、いま危機にあるのは国民国家 としてのインドネシア共和国の正統性

それ自体である。
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